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疫学研究・臨床研究に関する情報の公開について

研究議

消化器内視鏡に関連した偶発症の全国調査

研究計画

(1)背 景・意義

日本消化器内視鏡学会は,消化器内視鏡に関連した偶発症を1983年から5年毎に,これまで61可 にわたり全

国的に調査を行つてきました.6回 目の調査は 2008年から2012年 まで行われ,その結果は 2016年 に本学

会誌に公表されています。この実態を知ることは,安全かつ効果的な消化器内視鏡診療の遂行に欠かせないも

のであり,日 本消化器内視鏡学会としては近年の実態についての調査が必要と考えていま

す。

(2)日 的

今回の「消化器内視鏡に関連した偶発症の全国調査Jでは,発生した偶発症については,調査期間を短く任意

設定した前向き調査,ならびに,重症事例調査として,任意に設定した調査期間の 3年以内に起こつた重症事

例を後ろ向きに調査し,従来の調査に比してより実態に近い調査を施行することとしました。本研究では,上記

の前向きおよび後ろ向きの結果を併せて検討し,消化器内視鏡に関連した偶発症の実態を明らかにする事を

目的とします .

(4)方法

本研究は,各施設で任意に設定した調査期間中(1週間)に発生した,消化器内視鏡に関連した偶発症 (①術

者側の事故数,②前処置と感染に関する偶発症発生数,③消化器内視鏡の検査総数および偶発症発生数

(生検を含む観察のみ),④内視鏡治療の実施例数および偶発症発生数,⑤腹腔鏡における検査および治療

総数と偶発症発生数(外科治療を除く),および,発生した偶発症の詳細についてケースカードに入力し,デー

タを収集します.また,任意に設定した期間から遡つて 3年以内に発イliした重症事例について()調査します。

なお,データについては日本消化器内視鏡学会で集約し,解析の上公表いたしますが,個 々人の情報別に示

されることはありません。調査期間は,2019年 4月 1日 から2021年 6月 30日 の任意の 1週間とします.ま

た,重症事例の調査は,設定した1週間から遡った3年間を調査期間といたします。

個人情報の取り扱い

本研究の日的を達成するために必要な範囲を超えて診療録からの個人情報を取り扱いませんのまた、得られた

情報は個人が特定されないように匿名化した上で、細心の注意を払い安全に管理します。

なお、本研究により得られる研究結果は個人が特定されることはない形でまとめます。

連絡先

東京警察病院 消化器科 Jヽ椋啓司


